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４つの基本目標

１．市内に安定した雇用を創出する

２．仙台圏や首都圏からの人の流れをつ  

    くる

３．結婚・出産・子育ての希望をかなえる

４．時代に合った地域をつくり、安心な

    くらしを守るとともに、地域と地域 

    を連携する

　国の「まち・ひと・しごと創生

法」に基づき、本市における地

域課題の総合的解決と魅力あ

ふれる地方創生を実現するた

め、大崎市版総合戦略を策定

しました。

　人口減少問題や地域活性化

策など、持続可能な地域社会

の実現に向け、具体的施策を

推進します。

 元気戦略推進室（政策課内）

　23-2129

seisaku@city.osaki.miyagi.jp

 移住のための住宅購入に伴うリ

フォーム支援事業

市内に移住を考えている若者世帯

が、住宅を購入した場合に実施する

リフォーム工事に補助金を交付しま

す。

対象　次の要件をすべて満たす人

 住 宅（戸建て住宅・マンションな

ど）を購入し、4 月1 日から平成29年

3 月31日までの期間に、市外から市

内に移住する夫婦（または婚姻を予定

している２人）平成29年 3 月31日

の時点で、40歳以下の人配偶者の

いる人、または平成29年3月31日ま

でに婚姻を予定している人購入

する住宅を業者を利用しリフォーム

する人またはその配偶者

補助額　リフォーム工事費の3分の

1（限度額50万円、マンションの場合

は40万円）

※一定の要件により最大40万円の

　加算があります。（マンションの場

　合は20万円）

定員　15件程度

※交付額の合計により、受付件数が

　増減する場合があります。

 三世代リフォーム支援事業

市内に居住する人が、市外に住む親

族を迎え入れ、新たに三世代（親・

子・孫）が居住するために行う住宅

リフォーム工事に補助金を交付しま

す。

対象　次の要件をすべて満たす人

市内に住宅を所有し居住している

人市税に滞納が無い人リフォー

ムする住宅に4 月1 日から平成29年

3 月31日までに、市外から移住する

子、孫、親がいる人リフォームする

住宅に三世代が居住し、平成29年3

月31日現在、同居する家族の中に15

歳以下の子または孫がいる人

補助額　リフォーム工事費の３分の

１（限度額75万円）

※一定の要件により、最大50万円の

　加算があります。

定員　10件程度

※交付額の合計により、受付件数が

　増減する場合があります。

 住宅新築・購入移住支援事業

市内に移住を考えている若者世帯

が住宅を新築・購入する場合、申請に

応じて補助金を交付します。

対象　次の要件をすべて満たす人

住宅（戸建て住宅・マンションな

ど）を新築または購入し、4 月1 日か

ら平成29年 3 月31日までの期間に、

市外から市内に移住する夫婦（また

は婚姻を予定している２人）平成

29年 3 月31日現在、40歳以下の人

配偶者のいる人または平成29年

3 月31日までに婚姻を予定している

人住宅を新築または購入するた

めに10年以上の住宅ローンを借り

入れる人またはその配偶者

補助金の額　住宅ローンの10％（限

度額100万円）

※一定の要件により、最大90万円の

　加算があります。

定員　50件程度

※交付額の合計により、受付件数が

　増減する場合があります。

 共通事項

受付期間　4 月1 日から受付開始、

予算を超えた時点で受付終了

申込　建築住宅課に申請書と添付

書類を提出（東庁舎3階）

その他　リフォーム工事への支援

は、申請前に工事着手した場合は、補

助金の対象になりません。

※手続きの進め方、補助の内容・要

　件などについて、申請の前に必ず

　問い合わせてください。

※詳しい内容については、市ウェブ

　サイトでも確認できます。

 建築住宅課建築指導係

　 23-8057


